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令和２年第４回 城市議会臨時会会議録

１．開会及び閉会 令和２年１１月２０日 午前１０時００分 開会

午後 ５時４４分 閉会

２．場 所 城市役所 議会議場

３．出席議員13名 １番 杉 本 訓 規 ２番 梨 本 洪 珪

５番 松 林 謙 司 ６番 谷 原 一 安

７番 内 野 悦 子 ８番 川 村 優 子

11番 西 井 覚 12番 欠 員

13番 欠 員 14番 下 村 正 樹

15番 西 川 弥三郎

欠席議員０名

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

市 長 阿 古 和 彦 副 市 長 溝 尾 彰 人

教 育 長 杉 澤 茂 二 企 画 部 長 吉 川 正 人

総 務 部 長 吉 村 雅 央 市民生活部長 前 村 芳 安

都市整備部長 松 本 秀 樹 産業観光部長 早 田 幸 介

保健福祉部長 森 井 敏 英 こども未来創造部長 井 上 理 恵

教 育 部 長 吉 井 忠 教育委員会理事 西 川 育 子

上下水道部長 井 邑 陽 一 会 計 管 理 者 中 井 浩 子

５．職務のため出席した者の職氏名

事 務 局 長 岩 永 睦 治 書 記 和 田 善 弘

書 記 髙 松 和 弘 書 記 福 原 有 美

６．会議録署名議員 １番 杉 本 訓 規 ２番 梨 本 洪 珪

７．議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 議第８１号 城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一
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部を改正することについて

日程第４ 議第８２号 城市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することに

ついて

日程第５ 議第８３号 城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正することについて

日程第６ 議第８４号 城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することにつ

いて

日程第７ 議第８５号 城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正することについて

追加日程第１ 議第８１号 城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正することについて

追加日程第２ 議第８２号 城市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正するこ

とについて

追加日程第３ 議第８３号 城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正することについて

追加日程第４ 議第８４号 城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正すること

について

追加日程第５ 議第８５号 城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正することについて

追加日程第６ 城市議会議長の辞職について

追加日程第７ 城市議会議長の選挙について

追加日程第８ 城市議会副議長の辞職について

追加日程第９ 城市議会副議長の選挙について

追加日程第10 城市議会常任委員会委員の選任について

追加日程第11 城市議会運営委員会委員の選任について

追加日程第12 議会改革特別委員会委員の選任について

追加日程第13 道の駅かつらぎに関する調査特別委員会委員の選任について

追加日程第14 県域水道一体化調査特別委員会委員の選任について

追加日程第15 葛城広域行政事務組合の議会議員の選挙について

追加日程第16 奈良県 城地区清掃事務組合の議会議員の選出について

追加日程第17 奈良県広域消防組合の議会議員の選出について

追加日程第18 議第８６号 城市監査委員の選任につき同意を求めることについて
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開 会 午前１０時００分

下村議長 ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しておりますので、令和２年第４回 城市議会

臨時会を開会いたします。

本日、議会だより用に議場内の写真撮影を行いますので、ご承知おきください。

本日、令和２年第４回臨時会が招集されましたところ、議員各位には何かとご多用の中ご

出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。本臨時会も、議員各位の各段のご協力によりまして

議会運営が円滑に進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染予防の観点から、会議の進行に際して、密閉空間にならないよう

出入口を開放しておりますので、ご了承願います。

なお、発言される際は、マスクを着用したままご発言いただきますようお願いいたします。

また、発言につきましては、簡単明瞭にしていただき、会議時間の短縮にご協力いただきま

すようお願いいたします。

城市議会では、会議出席者のタブレット端末等の情報通信機器の使用を認めております

ので、ご承知おき願います。

なお、傍聴者におきましては、情報通信機器の会議室内での使用は認めておりませんので、

携帯電話等をお持ちの方は、必ず電源を切るかマナーモードに切り替えるようお願いいたし

ます。

ここで、報告事項を申し上げます。

初めに、本臨時会に提出された議案は、市長より提出された議案として、議事日程記載の

日程第３から日程第７までの５議案であります。なお、議事の進行上、議案の朗読は省略い

たします。

次に、閉会中に開催されました議会改革特別委員会の審査状況について、委員長より報告

願います。

１番、杉本訓規君。

杉本議会改革特別委員長 改めまして、おはようございます。議長のお許しを得ましたので、閉会中

に開催いたしました議会改革特別委員会の審査状況を報告申し上げます。

委員会につきまして、11月12日に開催いたしまして、 城市議会基本条例の検証等につい

て協議を行っております。 城市議会の最高規範として位置づけられております 城市議会

基本条例の第19条におきまして、条例の施行後においても議会活動の活性化を継続させるた

め、議会は毎年１回、条例の目的が達成されているかどうかを検証し、見直しが必要であれ

ば、基本条例を改正するなど適切な措置を講じなければならないことが定められております。

そのため、本委員会におきまして、基本条例の条文の検証を行い、見直しの必要性等につい

て議論をさせていただいたところでございます。

議会改革に関しまして、昨年の基本条例の検証から、これまでの間にも、会議における情

報通信機器の使用許可や、議員研修の充実強化として広く各分野の専門家等を講師として市

役所にお招きして議会研修会を開催いたしました。また、広報機能の充実といたしましては、

読みやすい、分かりやすい、伝わりやすいを目指し、現在、議会だより編集委員会におきま
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して検討を行っており、本年12月号より議会だよりのリニューアルを予定しております。

議員報酬につきましても、本年６月に、新型コロナウイルス感染拡大に伴う市民生活への

悪影響と経済活動の停滞による市内業者の経営状況の悪化を踏まえ、市民生活の不安を少し

でも払拭できるような支援策の予算を確保できるよう、 城市議会議員全員の総意といたし

まして、議員報酬を減額しております。

このほかにも、これまでに開催した委員会や協議会での協議内容を踏まえまして、今後の

議会改革に関する検討項目などにつきまして協議を行いました。その結果、広報の充実に関

する事項では、議会だよりのリニューアルに関して、初めての試みといたしまして、市民の

声を聞く特集記事を掲載する取組をさせていただいております。今後も引き続いて各種団体

など市民の声を聞く機会を設けて、基本条例に規定されている市民懇談会の開催につなげて

いただきたい、また、市民にもっと手に取って読んでいただけるよう、議会だよりのフルカ

ラーでの印刷も検討していきたいという要望もありました。

また、議員研修につきまして、先進地への視察研修も重要ではあるが、現在の新型コロナ

ウイルス感染症の状況を踏まえると、今年度に実施した外部からの講師を派遣してもらって、

研修の充実、また、オンラインの研修についても検討してはどうかという意見がございまし

た。研修のテーマについては、来年度は議会議員の改選の年でもあるので、議会運営に関す

る事項や政務活動費、また、県域水道や県の社会教育センターに関する事項について、専門

家などの話を聞きたいという意見があり、来年度も、実施内容や方法を検討しながら議員研

修を実施することを確認いたしました。

今後におきましても、 城市議会基本条例の現状の条文を十分に活用し、議会改革を進め、

議会活動の更なる充実強化を図っていかなければならないということを申し添えまして、閉

会中に開催いたしました審査状況についての報告とさせていただきます。

以上です。

下村議長 次に、同じく閉会中に開催されました道の駅かつらぎに関する調査特別委員会の審査状況

について、委員長より報告願います。

11番、西井覚君。

西井道の駅かつらぎに関する調査特別委員長 おはようございます。議長のお許しを得ましたので、

閉会中に開催いたしました道の駅かつらぎに関する調査特別委員会の審査状況を報告申し上

げます。

まず、本委員会は、11月16日午前10時から開催し、道の駅かつらぎ監査結果通知書に基づ

く訴えの提起関連の内容と、９月定例会の予算委員会でも説明がありました、国庫補助金の

返還金の内容の２点について担当者から報告を受けました。

まず、訴えの提起関連についてですが、主な内容といたしましては、１つ目は、社会福祉

法人柊の郷の取壊し費用分を、山下前市長、生野元副市長及び栄和建設株式会社に対し請求

した件に関し、請求に応じていただけなかったことから、提訴を提起したものでございます。

請求内容は、630万4,869円に年５分の割合による遅延損害金を合わせた額を支払うよう求め

たものでありますが、本年９月29日に第１審である奈良地方裁判所から出されました判決は、
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山下前市長及び生野元副市長は、連帯して447万3,362円及びこれに対する平成28年11月16日

から支払済みまでの年５分の割合による金員を支払えという内容で、栄和建設株式会社は請

求の対象から除外されました。

請求金額が減額された理由については、取壊し費用として明確な金額が特定できないので、

実施計画書の取壊工として記載のある447万3,362円と認めるほかないということであり、本

市の訴えが認められなかったため、高等裁判所への控訴手続を行ったものであるとのことで、

山下前市長及び生野元副市長もそれぞれ提訴されており、今後引き続き高等裁判所で審理さ

れることとなっている状況であります。

次に、太田新池線道路改良工事他３件の工事については、山下前市長及び生野元副市長に

ついては損害賠償請求を、有限会社櫻井建材建設に対しては損害賠償請求ないし不当利得返

還金370万4,400円を請求するよう市から請求をいたしましたが、応じていただけなかったこ

とから、提訴をしたものであり、この件につきましては、第１審である奈良地方裁判所にお

いて、市の請求は全て認められ、市側からは控訴の手続は行っておりませんが、有限会社櫻

井建材建設を除く山下前市長及び生野元副市長はそれぞれ控訴されており、この件につきま

しても、今後引き続き高等裁判所で審理されることとなっている状況であります。

次に、新道の駅建設事業に係る建物移転補償の変更契約について、山下前市長及び生野元

副市長については損害賠償請求を、社会福祉法人柊の郷に対しては損害賠償請求ないし不当

利得返還金2,500万円の返還を市から求めましたが、応じていただけなかったため、訴訟を

提起した件についてでございます。社会福祉法人柊の郷につきましては、市から提訴する前

に債務不存在確認訴訟を提起されたため、この件についての市の対応は反訴という形になっ

ており、これらの訴訟については、内容が同一ということで併合され、１つのものとして先

日結審し、来る12月22日の午後に判決の言渡しがある予定であります。

最後に、社会福祉法人柊の郷が、 城市及び 城市土地開発公社を被告として提訴された

件については、施設の移転先として公社から購入した土地から産業廃棄物が出てきたため、

その撤去及び客土を求めるものでしたが、訴えの変更を申し立てられ、３億4,938万4,059円

及びこれに対する年５分の割合による金員を支払えという請求内容で審理され、この訴訟に

つきましても先日結審し、先ほどの裁判と同じ12月22日の午後に判決の言渡しがある予定で

あります。

なお、この12月22日の判決結果により、仮に市側から控訴しなければならないことになっ

た場合、社会福祉法人柊の郷から訴えられている分につきましては議決が必要となり、控訴

の期間は判決正本が届いた翌日から２週間の不変期間とされており、年末年始などを考慮す

れば、非常にタイトなスケジュールで議会の開催をお願いしなければならない場合もあると

いうことで、ご承知おきいただきたいという報告がありました。

委員から、控訴の議決に向けた臨時会の招集について、どういう準備が必要なのか。また、

裁判費用に関する予算はどうするのかという質問があり、弁護士に相談は行っており、判決

正本到着後、ひとまず控訴するかどうかの意思を示した上で準備を進め、費用については補

正予算を組んで対応する計画であると答弁がありました。
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次に、国庫補助金の返還金に関する報告であります。まず１点目として、地域振興棟が計

画と異なる整備、目的外使用に伴い補助対象外となった用地費、測量設計費、造成工事費な

どにおきまして、平成24年度分から再度見直しを行う中で、補助対象事業、補助対象外事業

の精査を行い、また、地域振興棟から西側の広場整備におきまして予算規模を縮小したこと

により最終的な事業構成割合が確定し、補助対象費、交付限度額、国費率が低減したことに

よる返還であるとの説明がありました。

２点目は、事業完了後の奈良県の完了検査におきまして、整備計画の変更により補助対象

区域外となった用地購入費の指摘を受けており、平成26年度に計画の変更を行った際に補助

対象外の地域になったもの、都市局と道路局の区域が変わってしまったため、また、一筆の

土地において、都市局と道路局にまたがる用地などもあり、補助金を請求する際、都市局と

道路局の面積の按分計算を行う作業において誤ったものも含まれ、これらの補助対象外とな

った道路局、都市局の用地購入費の国庫補助金を返還するものであります。

３点目は、道の駅整備事業において、官製談合により受注者の役員の刑が確定したことを

受け、対象となった工事の契約条項に基づき損害賠償金を受け入れたため、その受け入れた

金額の都市局所管の補助金相当額を返還するものであります。返還金の内容につきましては、

都市局として4,007万5,870円、道路局分として1,408万2,463円であり、合計5,415万8,333円

を令和２年10月26日付で返還したということでした。

委員からは、返還はこれで終わりなのかという質問があり、奈良県の完了検査も終了し、

会計検査の対象になっておらず、今後、検査の対象年度から外れることもあり、これが最後

と考えていると答弁がありました。

ほかの委員から、国土交通省からの専門職員を迎え入れたのに、申請の誤りがあったこと

は問題であるとの指摘がありました。

以上で本委員会の審査状況についての報告といたしますが、このほかにも各委員から活発

な意見が出されておりましたことを付け加えまして、道の駅かつらぎに関する調査特別委員

会の報告といたします。

以上でございます。

下村議長 閉会中に開催された委員会の審査状況については、以上であります。

報告事項は以上でございます。

ここで、阿古市長から招集者としてのご挨拶を願うことにいたします。

阿古市長。

阿古市長 皆様、おはようございます。本日、令和２年第４回 城市議会臨時会の招集をお願い申し

上げましたところ、議員各位におかれましては、ご多忙の中ご出席を賜り、誠にありがとう

ございます。本臨時会の招集につきましては、地方自治法第101条第２項の規定に基づき招

集をさせていただいたところでございます。今回審議をお願いいたします案件につきまして

は、人事院勧告に伴う給与条例等の一部改正に係る議決案件が５件でございます。よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。

以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
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下村議長 これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、１番、杉本訓規君、２番、梨本洪珪君

を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

本臨時会の会期、議事日程、審議方法について議会運営委員会で協議願っておりますので、

議会運営委員長から報告願います。

15番、西川弥三郎君。

西川議会運営委員長 おはようございます。令和２年第４回 城市議会臨時会の開催に当たり、去る

11月12日、議会運営委員会を開催し、諸事項につき慎重に協議いたしておりますので、その

結果についてご報告をいたします。

初めに、議事日程及び審議方法についてでございます。

まず日程第３、議第81号から日程第７、議第85号までの条例の一部改正の５議案につきま

しては、一括上程し、その内容説明を受けた後、一括質疑を行い、５議案全て総務建設常任

委員会に付託し、審査を願います。そして、本会議休憩中に総務建設常任委員会を開催し、

付託議案について審査いただき、委員会終了後、本会議を再開いたします。本会議再開後は、

まず付託議案の日程追加について諮っていただき、日程追加後、委員長より審査結果につい

て報告願い、委員長報告に対する質疑の後、討論、採決は１議案ごとに行い、閉会いたしま

す。

最後に、会期につきましては、本日11月20日、１日といたします。

以上でございます。皆様のご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

下村議長 ただいまの議会運営委員長からの報告のとおり、本臨時会の会期は本日11月20日の１日と

することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

下村議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日11月20日の１日と決定いたしました。

重ねてお諮りいたします。

議案審議につきましても、ただいまの議会運営委員長からの報告のとおり行うことにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

下村議長 ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの報告のとおり議案審議を行うこと

にいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

これより議案審議に移ります。

日程第３、議第81号から日程第７、議第85号までの条例の一部改正５議案を一括議題とい

たします。

本５議案につき、提案理由の説明を求めます。

阿古市長。
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阿古市長 ただいま議題となりました議第81号から議第85号までの５議案につきまして、一括して提

案理由を申し上げます。

最初に、議第81号、 城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正することについてでございます。本案につきましては、本年の人事院勧告を受け、第

203回国会に提出されております、いわゆる給与改正法案に準じまして、特定任期付職員に

対し支給する期末手当を、年間3.4月分から0.05月分引き下げ3.35月分とするもので、本年

度は12月期に0.05月分を引き下げ、令和３年度以降は、年間の合計の支給割合を3.35月分の

まま、６月期と12月期にそれぞれ1.675月分とするものでございます。施行期日は公布の日

及び令和３年４月１日でございます。

次に、議第82号、 城市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ

てでございます。本案につきましては、本年の人事院勧告を受け、第203回国会に提出され

ております給与改正法案に準じまして、議会議員に対する支給期末手当を、年間3.4月分か

ら0.05月分引き下げ3.35月分とするもので、本年度は12月期で0.05月分を引き下げ、令和３

年度以降は、年間の合計の支給割合を3.35月分のまま、６月期と12月期それぞれ1.675月分

とするものでございます。施行期日は公布の日及び令和３年４月１日でございます。

次に、議第83号、 城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正することについてでございます。本案につきましては、常勤の特別職に対し支給する期

末手当を、ただいま説明申し上げました、議会議員に対するものと同様に引き下げるもので

ございます。また、市長及び副市長に係る給与について、本年12月１日から令和６年10月30

日までの期間について、市長においては50％、副市長においては15％減額するものでござい

ます。施行期日は公布の日及び令和３年４月１日でございます。

次に、議第84号、 城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

でございます。本案につきましては、本年の人事院勧告を受け、第203回国会に提出されて

おります給与改正法案に準じまして、一般職の職員に対し支給する期末手当を、年間2.6月

分から0.05月分引き下げ2.55月分とするもので、本年度は12月期で0.05月分を引き下げ、令

和３年度以降は、年間の合計支給割合を2.55月分のまま、６月期と12月期にそれぞれ1.275

月分とするものでございます。施行期日は公布の日及び令和３年４月１日でございます。

最後に、議第85号、 城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正することについてでございます。本案につきましては、ただいま説明申し上げました、

城市一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴い、当該条例の引用規定を改正するもので

ございます。施行期日は公布の日及び令和３年４月１日でございます。

以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

下村議長 これより質疑に入りますが、本５議案については一括質疑といたします。

質疑はありませんか。

６番、谷原議員。

谷原議員 それでは、３点ほど質問をさせていただきます。主に 城市特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例について質問します。この条例につきましては、市長、副市長の
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給料月額、給料を引き下げるという内容が含まれているものでありますけれども、給料月額

でいえば、市長の給料月額は89万円、副市長の給料月額は74万円と、これは条例に定められ

ているわけですけれども、それを、先ほどありましたように、半額あるいは15％カットとい

う形で減額をするということなんですけれども、そこで質問をこの件についてさせていただ

きますが、１点目は、減額する理由は何なんですかということをお聞きします。なぜ半額の

減額を行うのか。その減額の理由を教えてください。それから、これは市長が公約とされて

きたことですから、公約として掲げられた理由を市長の方からご答弁願えたらと思います。

それから、２つ目ですけれども、市長、副市長の特別職の給与については、今、これから

審議する条例の中に、別表として本則の中に定められているわけでありますけれども、これ

を附則において定めると、改定するということなんですが、なぜ本則の方を改めずに、附則

の方で加えて改めるということになっているのかということについてお伺いします。

それから、３番目ですけれども、 城市の特別職の給料とか報酬を決めるためには、 城

市は特別職報酬等審議会条例というのがありまして、そこで市長が諮問をして、その諮問の

結果を受けて議会に諮るというふうになっております。その条例の第２条に次のようにある

んです。市長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじ

め当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。（１）議員報酬の額、（２）市長、

副市長及び教育長の給料の額となってますから、今回、市長、副市長の給料の額、議員報酬

の額も変わるわけですけれども、この点について審議会に諮問されて、その答申の上に今回

の条例が出てきてるのかということについて確認したいと思います。

以上３点、よろしくお願いします。

下村議長 吉川企画部長。

吉川企画部長 企画部の吉川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

ただいまの谷原議員の質問の、２番目と３番目を先に私の方からお答えさせていただきま

す。今回の改正において、本則の給料月額を変更せずに附則で定めるという、なぜそういう

ことにするのかということでございますが、そもそも給料月額の決定につきましては、その

職における責任の度合いや困難度などを勘案した上で、職務の対価としての額を定めるもの

でございまして、これが本則でうたわれているものでございます。今回の改正につきまして

は、市長としての職務の責任の度合いであったり、困難度が変わるものではございませんの

で、市長の公約として掲げられた上で減額されるということでございますので、附則でうた

うということになってございます。これは、先ほども議会改革特別委員長の方からありまし

たように、議員報酬の減額をされる場合も、このような形で附則でうたわれているというこ

とでございます。

それから、審議会に諮っているのかということでございますが、ただいま申し上げました

ように、市長の職務の対価としての給料ということで、本則で89万円あるいは74万円という

ことでそれぞれ定めておりますが、この額を改める場合につきましては、ただいま谷原議員

おっしゃってましたように、報酬審議会を開催いたしまして、第三者の意見を聞き、その公

正性を確保した上で行うべきものでございますが、今回のように本則の金額を改正するので
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はなく、附則において、なおかつ減額の規定を設ける場合には、特にこの手続を踏む必要は

ないものと考えておりまして、今回の改正につきましても、４年前と同様に特別職報酬等審

議会を開催しているものではございません。

以上でございます。

下村議長 阿古市長。

阿古市長 では、私の方は、１点目についてのご質問のお答えになると思います。これは公約ですの

で、そのとおりにさせていただきたいという思いで、条例も附則という中での提案をさせて

いただいてるわけです。これは４年前の内容と全く同じでございます。ですので、前任の４

年間とこれから４年間の意味というのは、やはり変わってくるかと思いますけども、ただ、

減額する金額につきましては、まちづくりのために使いたいという思いの中での減額の手続

になります。

以上でございます。

下村議長 ６番、谷原議員。

谷原議員 ご答弁ありがとうございます。市長自らが公約として減額をした理由としては、これはま

ちづくりのために使いたいということで、一般会計の方に当然市長減額分が入るということ

で、それを使うということで、財政上に資するため、まちづくりのためということであろう

と伺いました。

２つ目につきましては、本則で定めてあるのは、市長の責任、それから、職務の困難度、

そうした職務の対価として、これは今回も変わるものではないので、本則を改めることはし

ていないと。それで附則の方で改定したんだということでお伺いしました。

３番目は、特別職の報酬等の審査会に諮ったのかということについては、本則が変わって

いないので、附則であるから、本則を改定するときは審査会にかけるけれども、附則の場合

は、本則の給料のそもそもの根拠となる責任、困難度、そういうことの勘案について諮るわ

けではないので、これについては今回は諮っていないというご答弁でありました。

続いて２回目をお伺いしたいと思うんですけれども、市長の方は、４年間、令和６年10月

までですから、任期までのことということで、先ほどありました、附則の方に、令和６年10

月まで給料月額について減額するという附則の提案になっているわけでありますけれども、

私、疑問があって、これはお聞きしたいんですけども、市長も４年間勤めていただくのは当

然だと思うんですけれども、いろんな事情で途中で市長が退任せざるを得ないという、いろ

んな事情の中で、全国の中でもそういうことが起こり得るわけですが、市長の公約で令和６

年10月まで、これは減額するとなって、途中で、もし、市長が何らかの事情で退任せざるを

得ないと、辞職せざるを得ないとなったときに、また新しい人が市長になったときに、これ

は縛られると思うんです。当然条例ですから。そのときに再度この附則を改正することがで

きるのかどうか。そのことについて、再質問ということでお尋ねしたいと思います。これに

ついてお願いいたします。

下村議長 企画部長。

吉川企画部長 ただいまの谷原議員のご質問でございます。今回、附則を追加いたしまして定めたも
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のを、再度、市長が代わったときに改正できるかという質問でございますけども、これは、

本則の今現在追加いたします条文を削除する、あるいは変更する内容を追加するということ

で、改正は可能であります。

以上でございます。

下村議長 ６番、谷原議員。

谷原議員 分かりました。附則ではもう改正できないわけですよね。これは議会でそういうことで決

めてるわけですから。だから、本則の方を変えることであればということですか。すいませ

ん、もう一度お願いできますか。

下村議長 吉川企画部長。

吉川企画部長 再度ご答弁させていただきます。今回の改正は、本則に対する附則に追加するもので

ございます。附則といいますのは、それぞれ改正条例の附則もございます。ではなくて、今

回は、本則に係る附則に追加するということでございまして、それを今後削除するなり改正

するなりで、また再度変更は可能であるということでございます。

下村議長 ６番、谷原議員。

谷原議員 つまり、令和６年10月までとなっているけれども、それを改正することを、附則を削除す

る等なりで改正することは可能だというふうな理解でいいわけですね。分かりました。あり

がとうございます。

最後、言いっ放しにはなりますけれども、後ほど条例に対する討論のこともありますので、

簡潔にご意見だけ申し上げたいと思います。市長の給与を半額にするということについては、

市長選挙の中でも、市民の方の大変大きな関心を呼ぶところとなりました。様々なご意見を

私も市民の方からいただいております。よくやってるという評価する声も多かったんですけ

れども、やっぱりおかしいんじゃないかという声もいただいております。先ほどありました

ように、市長の、あるいはこれは職員もそうだろうと思いますけれども、責任とかそういう

対価についてきちっと定められているものでありますから、これについては、私は、審査会

等、定められて、客観的に十分議論をしておくべきことだろうと思って質問させていただき

ました。

以上です。

下村議長 谷原議員、これからまた審査いたしますので、この件はこれで置いといていただきたいと

思います。よろしくお願いします。

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております５議案については、総務建設常任委員会に付託し、審査願

います。

ここで暫時休憩いたします。

なお、再開時刻については、追って連絡いたします。

休 憩 午前１０時４３分
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再 開 午後 １時３０分

下村議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

ここでお諮りいたします。

この際、ただいま配付いたしております議事日程記載のとおり、議第81号から議第85号ま

での５議案を日程に追加いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

下村議長 ご異議なしと認めます。よって、議事日程記載のとおり、日程に追加することに決定いた

しました。

それでは、追加日程第１、議第81号から追加日程第５、議第85号までの５議案を一括議題

といたします。本５議案は、休憩中に総務建設常任委員会を開催し審査いただいております

ので、審査結果の報告を委員長に求めます。

８番、川村優子君。

川村総務建設常任委員長 午前中に本会議において上程され、総務建設常任委員会に付託されました

議第81号、議第82号、議第83号、議第84号及び議第85号につきまして、本会議休憩中に委員

会を開催し、審査いたしましたので、その概要及び結果についてご報告いたします。

議第81号から議第85号までの５議案については、一括議題、一括質疑とし、討論、採決は

１議案ごとに行いました。質疑では、議第83号の条例改正は、市長の給料月額を50％、副市

長の給料月額を15％、それぞれ減額するものであるが、条例の本則に規定されているもとも

との給料月額の妥当性についての見解、また、市長の給料の減額については、公約に基づく

ものとの説明があったが、副市長の減額は公約にあったのかという問いに対し、本則に規定

されている金額は、報酬審議会の答申を受けて規定された金額であるので、職務に対する対

価として妥当であると認識している。市長給料の減額については、支援団体との話合いの中、

再選した場合、市長給料の対応を聞かれたので、次の４年間も、これまでと同様に給料を半

額でいくと答えたことを公約と捉え、今回、条例改正をお願いするものである。副市長の給

料については、今回の市長給料の減額を提案するに当たり、副市長本人と相談した結果、こ

れまでと同様に減額することにしたとの答弁がありました。

討論では、議第83号について反対の討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

議第81号、議第82号、議第84号、議第85号の４議案については、討論はなく、採決の結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上でございますが、このほかにも各委員から質疑がなされ、要望や意見が出されたこと

を申し添えまして、総務建設常任委員会の報告とさせていただきます。

下村議長 以上で総務建設常任委員長の報告は終わりました。

これより委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。
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これより討論、採決に入りますが、討論、採決は１議案ごとに行います。

追加日程第１、議第81号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第81号議案を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決することにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

下村議長 ご異議なしと認めます。よって、議第81号は原案のとおり可決されました。

追加日程第２、議第82号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

谷原一安君。

谷原議員 私は、議第82号、 城市議会議員の議員報酬等に関する条例の改正案について、反対する

立場で討論いたします。

この提案は、本年度の国家公務員の給与についての人事院勧告に基づいて、 城市議会議

員の議員報酬のうち期末手当について0.05か月分引き下げるというものであります。人事院

勧告による議員報酬における期末手当の問題については、毎年、私は、この時期に、昨年、

一昨年と引上げでありましたけれども、反対いたしました。引下げにも反対を今回するとい

うことでありますが、その理由について述べたいと思います。

人事院勧告は、公務員の労働基本権の制約の代償として、民間労働者の賃金の動向を調査

した上で、公務員労働者の賃金の改定を政府に勧告するものであります。地方自治体では、

国家公務員に対する人事院勧告の内容に準じて地方公務員の賃金改定を行っているところで

あります。しかし、今回の条例で関わることは、議員報酬です。議員報酬は、労働の対価で

はないわけであります。報酬でありますし。したがいまして、人事院勧告で公務員の基本給

が改定されても、我々がいただいている月々の議員報酬、月額の報酬については、全く改定

されることなく、市制以来ずっと据置きであります。一方、当然、人事院勧告に基づいて、

職員の基本給については、基本的には微増であろうと思いますが、この17年間上がってきて

はいるわけであります。つまり、人事院勧告を直ちに議員報酬に反映させるということには

なっておりません。しかしながら、毎回期末手当の分だけ、議員報酬の中の期末手当を人事

院勧告に準じて上げるというのは、どうも私としては、制度として整合性が取れていないの

ではないかということを毎年発言させていただいたわけであります。議員報酬は、あくまで

報酬ですから、定額とすると。だから、期末手当についても定額としてやるべきではないか

という考えを持っております。その上で、議員等の報酬につきましては、 城市特別職報酬

等審議会があるわけですから、そこでしっかりと結論を出していただけたらと考えておりま

す。

以上の理由で、私としてはこの案に反対しますが、今後、これは議員の問題でありますか
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ら、議会改革特別委員会等でぜひ議員の皆様にも考えていただきまして、結論を出していた

だけるなら、毎年この時期に、人事院勧告においてこういう勧告が出たら、議員の報酬のこ

の問題が出てくるわけですから、１回、議員の中でしっかり議論していただけたらと、関心

を持っていただけたらと思います。

以上をもって反対といたします。

下村議長 ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第82号議案を電子表決システムで採決いたします。

お諮りいたします。

本案に対する委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。

（押しボタンにより表決）

下村議長 ボタンの押し忘れはございませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 押し忘れなしと認め、確定いたします。賛成多数であります。よって、議第82号は原案の

とおり可決されました。

追加日程第３、議第83号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

６番、谷原一安君。

谷原議員 それでは、議第83号、 城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の改

正案に反対する立場で討論いたします。

先ほど総務建設常任委員会の委員長報告がございました。また、前に提案されたときに、

本会議で私も質疑させていただきました。総務建設常任委員会での議論もお聞きしたところ

であります。本条例案は、阿古市長の給料月額について、これを半額に減額すると。それに

伴い、副市長の給料月額も15％減額するという内容であります。実は、阿古市長の選挙公報、

城市選挙管理委員会、これは阿古市長が出された選挙公報ですから、これは全戸に配布さ

れてるわけですけれども、この公約の中で、身を切る改革で財政の健全化ということで、引

き続き市長報酬を半減というふうなことを公約として広く市民に伝えられました。私は、市

民の期待に応えるためにこういう政策を出して、市民の期待を集めて当選されたということ

に対して、これは尊重すべきだと思っております。しかし、私は議員ですから、 城市議会

において様々な条例を審議し、かつ、市政全体について、執行等についてもチェックすると

いう役割を議会が果たしていかなければならないと考えておりますので、こうした阿古市長

の給料の半額ということを公約で掲げられて、実際ここで条例で議決するということであり

ますから、私は、もう一度慎重に議論すべきではないかと思っております。

その上で反対意見を述べさせていただきますけれども、市民の中には、市長の給料が高い

と、だから半額にすべきだというふうに考えておられる方もおられると思います。また、公
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務員の賃金も高いと。公務員の賃金も、市長が下げてるんだから、同じように下げろという

ふうなご意見も伺います。しかし、私は、公務員の賃金は、しっかりと人事院勧告という国

の制度に基づいて、調査の上、生計費及び民間労働者との比較の中できちっと判断されて決

めておられますし、市長の給与についても、これは本則で定められてる金額については、

城市特別職報酬等審議会、上限８名の委員ですが、その委員によって、きちっとその職務の

責任及びその困難性に鑑みて、それを決定されているというふうなことを、午前中の質疑の

中でも答弁いただきました。私は、これは守るべきだと思ってるんです。つまり、個人の収

入になるものを一方的に市財政に入れて、それで行政をやるというものでは、私はないと思

います。ちゃんと法令に従って決められたものは、それはきちっと守っていくということで

あろうと思います。ただし、よくあるのは、例えば市職員が不祥事を起こしたと。その責任

を市長として取るために一定減額をしますとか、あるいは最近では、コロナウイルス感染症

の広がりの中で、やはり少しでも市民に寄り添い、多少でもそれを使っていただきたいとい

うことで減額をするとか。あるいは財政再建のために、大変危機的な状況にあるから、市長

をはじめ幹部職員らが給与を一定期間減額して、それに当たるという事例はありますけれど

も、これはいずれも理由が明確で、限定的であります。

ところが、今回の、私は選挙公報を見させていただいたり、先ほどからのご答弁をいただ

きましても、まちづくりのために役立てたいということでありますけれども、これは一般的

な政策であり、まさに給料を減額することなく、しっかりと職務の中で果たしていただけれ

ばいいことであって、こういうことを、私としては、常態化すべきではないと考えておりま

す。と申しますのは、市民さんの中にもいろんな考えがございます。いや、阿古市長は立派

やと。給与を半額にするんだから、その１点で入れるという人に私は何人もお会いしました。

あるいは反対に、ほかの陣営は、何でこれ、どうするんやと。下げんかいという意見もいた

だきました。下げるのが当たり前やろうと、向こうでそうやってるんだからと。そんな議論

になると、私は、 城市の市政発展とかまちづくりとか、今後どなたが市長になるか、様々

な可能性もありますし、必ずしもみんながこうできるわけではありませんし、公正さを欠く

のではないかと思うんです。

なおかつ、日本共産党としては、今の社会、本当に人口減少、若い人たちが結婚できない。

そういう生活費、展望が将来描けない、子育てできない。まさに社会的生産が行き詰まって

いるような社会になってきてるわけです。まさに賃金がどんどん切り下げられる。派遣労働

が広がる。公務員の賃金まですごい圧力がかかる。結果として年金も引き下がる。こんな社

会では展望が開けないと思うんです。国民総所得、ＧＮＩも、先進国の中では、この20年間、

日本は全く伸びてません。これは先進国はどこも伸びてるんですよ。こんな中で日本がどん

どん人口減少で、若い人も結婚できないような社会にしては、私はならんと思うので、本当

に市長が半減してみんなが喜ぶと、市長の給料が下がったことを喜ぶということでは、私は

あかんと思ってるんです。やっぱり正当な賃金、正当な報酬、それをいただいた上で、それ

以上に働いて社会に貢献していくということが、私は望ましいのではないかと思っておりま

す。
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以上の理由でもって、私はこの条例案に反対いたします。

下村議長 ほかに討論はありませんか。

増田議員。

増田議員 私も、委員会の方で反対の意見といいますか、ご質問をさせていただいたということで、

改めて反対の討論をさせていただきます。

阿古市長、先ほどの委員会での私の質問に対して、報酬審議会で決定をされた報酬は妥当

かどうかという質問に対して、これは市長として妥当な報酬であると認識をしておるという

ふうにお答えをいただきました。私は、そこを認識しておられるのであれば、自分の市長と

しての責任を果たすための報酬としては適当であるというふうにお認めをなさった中で半減

の提案をされておるということに対して、いささか疑問に感じております。

それから、報酬審議会という１つの諮問機関になると思うんですけれども、市長から、そ

の審議会に対して反論された。従わなかったと。こういうふうに私は解釈をしております。

それもいかがなものかということ。

それから、先ほど谷原議員からもご指摘があって、私も先ほどの委員会でお話をしました。

市民の評価につながる。阿古市長は非常に立派な方だと。報酬を半額にして、この重責を担

っていただいてる。これが、私、選挙戦に対する公約の１つに挙げられてること自体が、あ

まり好ましくない公約ではないかと、こういうふうにも感じております。世間では、議員報

酬も含めて、多過ぎるのではないかと。議会には、議会の人数が多過ぎるとか、ボランティ

アでやってもらうべきであるという極論の市民の声も、あちらこちらであるわけでございま

すけれども、今の現状の組織の中で、先ほど谷原議員からもお話がありましたように、適切

な報酬審議会に基づいて決定された報酬をいただくということが、私は適切な判断であるか

なというふうに思います。そういう理由で私は反対させていただきます。

下村議長 ほかに討論はありませんか。

15番、西川弥三郎君。

西川議員 私は、今出されてる条例について、渋々というか、賛成せざるを得んなと思ってます。と

いうのは、これは２回、市長は出されてるんですけれども、報酬そのものについては、谷原

議員がおっしゃるとおりなんです。阿古市長やから半減できるけれども、阿古市長の会社経

営、２つほどされてる中の給与がどんだけあるのか僕知りませんけれども、本当に若い人で

優秀な方が、きちっと 城市のために市長にと思うても、この形ではなかなか出てこれませ

んよ。ほんで、報酬審議会そのものも、近隣の、また全国の、いろいろな自治体の規模等を

勘案して、それで今の本来の報酬、給与を決定してるわけですから、公約やからいうて、附

則でこれを半減していくと、こういうことをやると、本来の優秀な方が、商売か何かやって、

ほかに給料が入ってこんと、市長やそんなこと、多分務まりません。働き盛りであって、こ

うあったら。そういうことをよう考えはったんかなと。何ぼ公約か知らんけれども。

ただ、何で賛成せんなんかいうと、この条例を反対で皆やってしもうたらええんやけども、

そうしたら、何にもそのことに関して、市長がきちっとした、そんな、まちづくりに使うて

もうたらええねんとか何か、そんなんじゃなしに、本来のこちらが疑問に思っていることに
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対して、何ら苦労せずに元の給料に戻ってしまうわけですから。そんな形は取れませんので、

どうしてもしゃあない。今回賛成しとかなしゃあないと。市長がそない言うてんねんから、

賛成しますけど。そやけど、これは、僕らも反対やいうて反対したいけれども、反対したら、

何の苦労もせんと市長は元の給料へ戻るわけやから。こんなことは市長がきちっと言うて、

元へ戻すというのやったら、それでええけれども。議会にこういうふうに持ってきて、ほん

で反対して、元の給料へ戻るなんて考えられませんので。僕はしょうがないから賛成します。

下村議長 ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第83号議案を電子表決システムで採決いたします。

お諮りいたします。

本案に対する委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。

（押しボタンにより表決）

下村議長 ボタンの押し忘れはございませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 押し忘れなしと認め、確定いたします。賛成多数であります。よって、議第83号は原案の

とおり可決されました。

追加日程第４、議第84号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

６番、谷原一安君。

谷原議員 それでは、議第84号、 城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することにつ

いて、反対の立場で意見を述べたいと思います。

私は、毎回これは述べさせていただいてるんですが、 城市の職員の賃金水準、給与水準

の状況ですけども、これはラスパイレス指数といって、国家公務員との比較において、日本

全国の市町村の全てのラスパイレス指数が出ております。 城市の職員の給与そのものは、

ラスパイレス指数でいうと、奈良県内で12市中、最も低い位置、12位であります。奈良県内

でも23位ぐらいだったと思いますが、町村の方が高い給与水準にあるところが12あるわけで

す。ですから、必ずしも私は、 城市の職員の賃金が高いとは思っておりません。むしろ、

これは前も述べさせていただきましたけれども、ラスパイレス指数はよく新聞に出ます。県

内の市町村のラスパイレス指数が出て、 城市のを見ると、低いなとなりますから、私とし

ては、全国平均程度のラスパイレス指数に戻す必要があると思っております。あと２ポイン

トぐらい上げていく必要があるのではないかと思っております。給料表そのものにも関係し

てると思いますが、そうすることで、若い人に 城市で働きたいと。せめて平均程度のとこ

ろまで上げて、 城市に働いていただく方を、ぜひ来ていただくような形にすべきではない

かと思っておりますが、今年については、もう一つ理由があります。これは、期末手当分を

人事院勧告に従って0.05か月引き下げるということでありますけれども、この間、コロナウ
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イルス感染症の広がりの中で、エッセンシャルワークということが言われております。つま

り、社会に不可欠な仕事ということで、例えば、医療、保育、コロナで学校が休業しても、

保育所はずっと続けておりました。公立の保育所で職員は働いております。学童保育も同じ

であります。それを言うならば、まさに公務労働というのはエッセンシャルワークでありま

す。例えば大きな災害があっても、市役所はどんなことがあっても仕事をしていかなければ

いけないんです。まさに社会を支える、エッセンシャルワークなんです。

そこで、今年度については、コロナの中で、市の職員も含めて、大変感染のリスク等も含

めながら、それを防ぎながら、市民のために働いておられるわけですから、こういう時期に

こういう引下げをやるのは、私はいかがなものかと思っております。確かに民間の賃金の引

下げで、人事院勧告でそういうことが出てるわけですけれども、そういう公務員の働きの中

で、私は今回の引下げについては反対であるということを表明しておきます。

以上です。

下村議長 ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第84号議案を電子表決システムで採決いたします。

お諮りいたします。

本案に対する委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンを押してください。

（押しボタンにより表決）

下村議長 ボタンの押し忘れはございませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 押し忘れなしと認め、確定いたします。賛成多数であります。よって、議第84号は原案の

とおり可決されました。

追加日程第５、議第85号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

下村議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第85号議案を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決することにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

下村議長 ご異議なしと認めます。よって、議第85号は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩いたします。

なお、再開時刻については、追って連絡をいたします。

休 憩 午後１時５９分

再 開 午後２時３０分
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増田副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

議長の都合により、私が代わって議長の職務を行います。

先ほど、私の下に下村正樹議長より 城市議会議長の辞職願が提出をされました。

ここでお諮りいたします。この際、 城市議会議長の辞職についてを日程に追加し、直ち

に議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

増田副議長 ご異議なしと認めます。よって、 城市議会議長の辞職についてを日程に追加し、直ち

に議題とすることに決定をいたしました。

追加日程第６、 城市議会議長の辞職についてを議題といたします。

議長の辞職願を事務局長に朗読させます。

岩永事務局長 命により朗読いたします。

辞職願。このたび、都合により市議会議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。

令和２年11月20日、 城市議会議長下村正樹。 城市議会副議長増田順弘様。

以上でございます。

増田副議長 お諮りいたします。

下村正樹君の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

増田副議長 ご異議なしと認めます。よって、下村正樹君の議長の辞職を許可することに決定いたし

ました。

（下村議員 復席）

増田副議長 ただいま議長が欠けました。この際、 城市議会議長の選挙についてを日程に追加し、

選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

増田副議長 ご異議なしと認めます。よって、 城市議会議長の選挙についてを日程に追加し、選挙

を行うことに決定いたしました。

追加日程第７、 城市議会議長の選挙についてを議題といたします。

議長選挙を行いますので、議長選挙は投票により行いたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」の声あり）

増田副議長 ご異議なしと認めます。よって、議長選挙は投票により行います。

議場を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

増田副議長 ただいまの出席議員は13名であります。

名を指名いたします。

投票用紙を配付いたします。

念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記



－20－

載していただき、白票は無効といたします。

（投票用紙配付）

増田副議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。

（「なし」の声あり）

増田副議長 配付漏れはなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

（投票箱点検）

増田副議長 異状なしと認めます。

これより投票に移ります。

職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次、記載台で投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、投票をお願いいたします。

（投 票）

増田副議長 投票漏れはございませんか。

（「なし」の声あり）

増田副議長 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開場）

増田副議長 開票を行います。

（開 票）

増田副議長 それでは、開票の結果を報告いたします。

投票総数13票、これは先ほどの出席議員数に符合いたします。

そのうち、有効投票９票、無効投票４票であります。

有効投票中、西川弥三郎君８票、谷原一安君１票、以上であります。

この選挙の法定得票数は３票であります。よって、西川弥三郎君が 城市議会議長に当選

をされました。

ただいま議長に当選をされました西川弥三郎君が議場におられますので、本席から会議規

則第32条第２項の規定により、当選の告知をいたします。

西川弥三郎君、当選の承諾及び挨拶を、登壇の上、お願いいたします。

西川議員 皆さん、ありがとうございます。身の引き締まる思いでございます。今の投票結果を皆さ

ん方もお聞きになり、見られたと思います。市民の皆さん方には、市長選を終えて、議会そ

のものの在り方を、大変心を砕き、心配をおかけしているというふうに思っております。こ

れからは、はっきりと市民の負託に応えられるような議論はしっかりとやっていかないかん

と、議会の働きとして。しかし、不毛な対立については、これはなくしていかないかん。し

っかりと議員の働きができ、本当により一層の市民の方々の信頼をいただけるような議会に、

皆さんとともに作り上げていかないかんと、こういうふうに思っておりますので、理事者の
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方々も、また、特に僕をお支えいただいてる議員の方々、また、僕にご批判のある議員の

方々もおられましょうが、それも含めて、議会の運営をしていって、活発な議論をして、市

民の負託に応えられるというふうな形に持っていけるように、皆様方のご協力をより一層お

願いしたいと、こういうふうに思っております。

そして、市長をはじめ理事者の方々は、いろいろと踏まえていただいてると思いますけれ

ども、今回の市長選の結果をしっかりと市長も捉えていただいて、議会のご意見にもきっち

りと耳を傾けていただけるようにお願いを申し上げたい。また、お互い、市民の皆さん方の

幸せづくりに邁進することは、議会も理事者も変わりございませんので、そこのところはよ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。

最後に、市民の皆様方、いろいろとご心配をおかけいたしておると思いますが、議会に対

しては率直な意見をいただきまして、これからも温かく見守っていただきたいと。これが切

に僕のお願いでございますので、市民の方々、どうかお支えいただきますようにお願いを申

し上げまして、私の議長に当選をさせていただいた御礼の挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。

増田副議長 これで私の職務は終わりましたので、議長と交代をいたします。

ご協力ありがとうございました。

議長、議長席にお着きをお願い申し上げます。

（西川議長 議長席に着席）

西川議長 ただいまから議会運営に当たらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。

ここで暫時休憩いたします。

なお、再開時刻については、追って連絡をいたします。

休 憩 午後２時５０分

再 開 午後３時１０分

西川議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

先ほど、副議長の増田順弘君より 城市議会副議長の辞職願が提出されました。

ここでお諮りいたします。この際、 城市議会副議長の辞職についてを日程に追加し、直

ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、 城市議会副議長の辞職についてを日程に追加し、直ち

に議題とすることを決定いたしました。

追加日程第８、 城市議会副議長の辞職についてを議題といたします。

副議長の辞職願を事務局長に朗読させます。

岩永事務局長 命により朗読いたします。

辞職願。このたび、都合により市議会副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ま

す。

令和２年11月20日、 城市議会副議長増田順弘。 城市議会議長西川弥三郎様。

以上でございます。
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西川議長 お諮りいたします。

増田順弘君の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、増田順弘君の副議長の辞職を許可することに決定いたし

ました。

（増田議員 復席）

西川議長 ただいま副議長が欠けました。この際、 城市議会副議長の選挙についてを日程に追加し、

選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、 城市議会副議長の選挙についてを日程に追加し、選挙

を行うことに決定いたしました。

追加日程第９、 城市議会副議長の選挙についてを議題といたします。

副議長選挙を行います。

お諮りいたします。

選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選により行いたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

重ねてお諮りいたします。

指名の方法については議長が指名することといたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。

城市議会副議長に奥本佳史君を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしましたとおり、当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました奥本佳史君が 城市議会副議

長に当選いたしました。

ただいま副議長に当選されました奥本佳史君が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項の規定により、当選の告知をいたします。

奥本佳史君、当選の承諾及び挨拶を、登壇の上、お願いいたします。

奥本議員 ただいま指名推選で副議長に推薦していただきました奥本佳史でございます。ご指名あり

がとうございます。さっき議長選が行われまして、新西川議長が、これまでのいろんな 城

市議会の方の混乱も踏まえまして、今後新しい展開を進めていかれるということで、若輩者

ながら、協力をさせていただきたいと思います。そもそも私も議員になったところで、当初

の目的として、やはり市行政を前へ進めていきたい、次の世代に新しい 城市の姿を示して
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いきたいという思いはずっと持っておりました。なかなかこれまでの３年間、勉強不足もあ

って力及ばずでございましたが、今後、新議長とともに、できるだけ、本当に微力かもしれ

ませんけども、自分の持てる力を全て注ぎ込んで、副議長として頑張っていく所存でござい

ます。議員の皆様方、理事者の皆様方、市長、副市長、教育長、いろいろまたご相談に乗っ

ていただきながら、新しい 城市を実現していくように精いっぱい頑張りますので、どうぞ

皆様方、よろしくお願いいたします。

西川議長 あらかじめ、本日の会議時間は議事の都合により延長をいたします。

ここで暫時休憩いたします。

なお、再開時刻については、追って連絡をいたします。

休 憩 午後３時１５分

再 開 午後５時３０分

西川議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

お諮りいたします。

先ほど、市長から議第86号議案の提出がありました。この際、ただいま配付いたしており

ます議事日程記載のとおり、議第86号議案のほか８件について日程に追加いたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議事日程記載のとおり、日程に追加することに決定をい

たしました。

追加日程第10、 城市議会常任委員会委員の選任についてを議題といたします。

ただいま議題となりました 城市議会常任委員会委員の選任については、委員会条例第６

条第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたします。

なお、委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、各常

任委員会において互選することと規定されておりますので、互選されました各常任委員会の

委員長及び副委員長をご報告いたします。

総務建設常任委員会委員長、松林謙司君、同じく副委員長、杉本訓規君。

以上です。

次に、追加日程第11、 城市議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。

ただいま議題となりました 城市議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第６

条第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたします。

なお、委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、委員

会において互選することと規定されておりますので、互選されました委員長及び副委員長を

ご報告いたします。

議会運営委員会委員長、西井覚君、同じく副委員長、杉本訓規君。

以上です。

次に、追加日程第12、議会改革特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
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ただいま議題となりました議会改革特別委員会委員の選任については、委員会条例第６条

第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたします。

なお、委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、特別

委員会において互選することと規定されておりますので、互選されました委員長及び副委員

長をご報告いたします。

議会改革特別委員会委員長、梨本洪珪君、同じく副委員長、谷原一安君。

以上です。

次に、追加日程第13、道の駅かつらぎに関する調査特別委員会委員の選任についてを議題

といたします。

ただいま議題となりました道の駅かつらぎに関する調査特別委員会委員の選任については、

委員会条例第６条第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名い

たします。

なお、委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、特別

委員会において互選することと規定されておりますので、互選されました委員長及び副委員

長をご報告いたします。

道の駅かつらぎに関する調査特別委員会委員長、下村正樹君、同じく副委員長、梨本洪珪

君。

以上です。

次に、追加日程第14、県域水道一体化調査特別委員会委員の選任についてを議題といたし

ます。

ただいま議題となりました県域水道一体化調査特別委員会委員の選任については、委員会

条例第６条第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたしま

す。

なお、委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、特別

委員会において互選することと規定されておりますので、互選されました委員長及び副委員

長をご報告いたします。

県域水道一体化調査特別委員会委員長、西井覚君、同じく副委員長、内野悦子君。

以上です。

次に、追加日程第15、葛城広域行政事務組合の議会議員の選挙についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。

選挙の方法は、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選により行いたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしまし

た。

重ねてお諮りいたします。
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指名の方法については議長が指名することにいたしますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。

葛城広域行政事務組合の議会議員に奥本佳史君、そして私、西川弥三郎を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしました両名を当選人と定めることにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました奥本佳史君、そして私、西川

弥三郎が葛城広域行政事務組合の議会議員に当選をいたしました。

両名が議場におりますので、会議規則第32条第２項の規定により、当選の告知をいたしま

す。

次に、追加日程第16、奈良県 城地区清掃事務組合の議会議員の選出についてを議題とい

たします。

お諮りいたします。

本件につきましても、奈良県 城地区清掃事務組合規約第５条第１号及び第２号の規定に

より、選出する３名の組合議会議員のうち、１名は議長が当たることになっております。同

条第３号の規定により、２名を議会から選出することになっております。

選出の方法については議長が指名することといたしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。

奈良県

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしました両名を奈良県 城地区清掃事務組合の議会議員と定める

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長

て私、議長、西川弥三郎を奈良県 城地区清掃事務組合の議会議員に選出することに決定い

たしました。

次に、日程第17、奈良県広域消防組合の議会議員の選出についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本件につきましては、奈良県広域消防組合規約第５条第１項の規定により、議会から１名

選出するものであり、選出の方法については議長が指名することといたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。

奈良県広域消防組合の議会議員に川村優子君を指名いたします。
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お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました川村優子君を奈良県広域消防組合の議会議員と定

めることにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました川村優子君を奈良県広域消防

組合の議会議員に選出することに決定いたしました。

（下村議員 退席）

西川議長 次に、追加日程第18、議第86号、 城市監査委員の選任につき同意を求めることについて

を議題といたします。

本件につき、提案者の説明を求めます。

阿古市長。

阿古市長 ただいま議題となりました議第86号、 城市監査委員の選任につき同意を求めることにつ

きまして、提案理由を申し上げます。

本案につきましては、議会議員から選出されておりました監査委員の藤井本浩氏が10月18

日付で議員失職されたことに伴いまして、新たに議会議員として豊かな経験があり、人格識

見にも優れている下村正樹氏を監査委員に選任いたしたく、地方自治法第196条第１項の規

定により、議会の同意を求めるものでございます。どうぞよろしくご審議をいただきまして、

ご同意を賜りますようお願い申し上げます。

西川議長 これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

西川議長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

本案につきましては、委員会付託を省略し、討論、採決まで行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、本案につきましては、委員会付託を省略し、討論、採決

まで行うことに決定いたしました。

これより討論に入りますが、討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

西川議長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第86号議案を採決いたします。

本案について、これに同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議第86号は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。

（下村議員 復席）
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西川議長 以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。

議員の皆様方には慎重にご審議をいただき、また、格段のご協力によりまして議会運営が

極めて円滑に進められましたこと、さらには新たな議会構成ができましたことに対し、厚く

御礼を申し上げます。これをもちまして臨時会を閉会するわけですが、来月には12月定例会

も控えておりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。

阿古市長。

阿古市長 臨時会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

本日開会の令和２年第４回 城市議会臨時会の日程を終え、閉会の運びとなりました。議

員各位の慎重なるご審議を賜り、可決をいただきましたことに、衷心より厚く御礼を申し上

げる次第でございます。議員各位におかれましては、今後とも市政へのご指導、ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただきます。

本日は本当にありがとうございました。

西川議長 以上で令和２年第４回 城市議会臨時会を閉会いたします。

閉 会 午後５時４４分

会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためここに署名する。

議 会 議 長 西川 弥三郎

議 会 前 議 長 下村 正樹

議会前副議長 増田 順弘

署 名 議 員 杉本 訓規

署 名 議 員 梨本 洪珪


